
ニュースレターをお読みになられた方からの法律相談・個別案件のお問い合わせ（平日・土曜  9：30〜18：00）

【東京法律事務所】 TEL：03-6265-1817

【津田沼法律事務所】 TEL：047-409-6371

【市川法律事務所】TEL：047-712-5100

【成田法律事務所】 TEL：0476-20-3031

【上野法律事務所】TEL：03-5834-3075 【柏法律事務所】 TEL：04-7197-3401

【千葉法律事務所】TEL：043-301-6761

【船橋法律事務所】 TEL：047-407-4680

【かしま法律事務所】TEL：0299-85-3350

顧問弁護士のご案内

　企業活動において生じる人事労務や取引先とのトラブル、経営拡大・新規事業
によって生ずる新たなリスク。弁護士法人リーガルプラスは、「適正な価格」で社
内事情・業界をよく知る弁護士が、スピーディーに対応いたします。

【対応業種】介護・医療機関、保険代理業、飲食業、販売業、IT関連業、建築・
内装業、製造業　など

（オンライン対応）セミナー講師派遣のご案内

取り扱い業務のご案内
　リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、企業
法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽に、お近く
の事務所へご相談ください。

　リーガルプラスでは、ご希望に沿ったテーマでの社内セ
ミナーや、勉強会の講師派遣を承っております。
　近年、法令遵守の徹底や、それに伴うガバナンスの強
化、ハラスメントの予防・体制作りといった点に意識を持
たれる企業も多くなってきました。企業が抱えるさまざま
な問題について、弁護士が社内セミナーの講師として、研修を通じてコンプライア
ンス意識の向上や、労務管理のレベルアップを支援します。

【受付】 
TEL：03-6265-1686（平日 9：30〜18：00）

E-mail : mail@bengoshi-lp.com
講演研修テーマ・費用などお気軽にお問い合わせください。

労働時間管理
中小企業であっても月60時間以上の時間外労働に対し、50
パーセントの割増賃金を払わなければならなくなってから、も
うすぐ1年が経過しようとしています。
この間、労働時間に関係する裁判例もいくつか出てきていま
すので、取り上げます。

A　結論としては、払わなくとも良いと考えます。
自宅での着替えも認められ、制服での通勤が不可能といった
事情もない以上、着替え時間は使用者の指揮命令下にないと考
えられるからです。
参考裁判例としては、看護師の制服への着替えを労働時間と
認めた大阪地裁令和2年5月29日判決（淀川勤労者厚生協会事
件）、郵便局の制服への着替えを労働時間と認めた神戸地裁令和
5年12月22日判決があります。

A　難しいと考えます。
事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従

事し、労働時間算定が困難な場合に採用することができる制度
です。
労働時間算定が困難な場合といえるかについて、「テレワーク

の適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」では、 
①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態に
おくこととされていないこと、②随時使用者の具体的な指示に
基づいて業務を行っていないことという要件を満たせば、労働
時間算定が困難な場合にあたると示しています。
しかし、東京高裁令和4年11月16日判決は、同様の場合に事
業場外みなし労働時間制の適用を否定しました。
その理由は、時間外労働について把握できる運用となってい

るのであるから、所定労働時間内でも同様の対応が可能である
こと、週報の内容を変更し。日報の提出により労働時間の管理
が可能であること、等です。
この理由・結論を突き詰めると、現状では事業場外みなし労

働時間制の採用は極めて困難と言わざるをえませんが。高等裁
判所の判断が示された今となっては、この制度の採用には慎重
にならざるを得ません。

当社には直行直帰の外回りの営業職がいますが、報告
は週に1度だけ週報を出せば良く、出退勤の時間は、ス
マートフォンで勤怠管理システムにアクセスして入力させ
ています。残業が生じそうなときは事前申請により、上
司の指示を貰うことになっています。
事業場外みなし労働時間制を採用しようと思っています
が、採用できるでしょうか。

Q

当社では、制服の着用を義務づけています。家から制
服を着て通勤しても構わない運用です。
ただし、電車通勤の従業員の多くは、勤務先が周囲に
明らかとなる制服を着用しての通勤には抵抗があるらし
く、ロッカー室内で着替えています。
当社では、制服に着替えてからタイムカードを打刻し、
業務に入るよう指示をしていますが、従業員の一部から、
着替えも労働時間にあたるから着替え前にタイムカード
を打刻し、その間の給料を支払うべきだという意見が出
ています。この意見に従って支払いをすべきでしょうか。

Q

【成田法律事務所】
所属弁護士： 宮崎　寛之（みやざき　ひろゆき）

中央大学法学部法律学科卒業、中央大学法科大学院修了。日
弁連裁判官制度改革・地域司法計画推進本部委員。平成29年
度千葉県弁護士会常議員。主に、交通事故、労災事故、相続、
離婚・不貞問題、債務整理、中小企業法務（労務問題）を中心
に活動を行うと共に、千葉県経営者協会労務法制委員会等の

講演の講師も務める。
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リーガルプラスの全弁護士とスタッフが一堂に会し、2024年経営計画発表会を行いました。発表会はリーガルプラスのメンバーが昨年を振り返り、
今年の活動目標を改めて認識することで組織としての成長を目的としています。
また会の後半では表彰式を行い、弁護士の活動実績に基づく表彰の他、今回は総勢5名のメンバーが永年勤続での表彰となりました。

総会報告

交通事故解決事例
1　事案の概要
本件の交通事故は、信号無視をして交差点に進入した相手方
が、左方から青信号で直進していたＩさんの運転する車両に衝
突して生じたものでした。Ｉさんは、事故翌日に通院を開始し、
その後も通院を継続していたところ、症状固定に至った段階で、
相手方の加入する保険会社から示談提案がされたため、その金
額が妥当かどうかについて相談したいとのことで当事務所に来
所されました。
Ｉさんは、本件事故日の前年から治療開始の約1ヶ月後まで育

休を取得しており、仕事に復帰されてからは勤務を続けながら
通院を継続していました。上記示談提案では、このことを踏ま
え、休業損害について、育休取得期間中は家事従事者として算
定され、仕事に復帰されてから症状固定までの期間は給与所得
者としての収入に基づいて算定されていました。

2　兼業者の場合の休業損害について
家事に従事しつつパートタイマーや共稼ぎなどによって収入
を得ている兼業者の場合、休業損害算定の基礎となる収入につ
いて、赤い本の基準は「現実の収入金額と女性労働者の平均賃
金額のいずれか高い方を基礎として算出する。」としており、青
本は、「実収入部分を女性平均賃金額に算入せず、平均賃金額を
基礎収入とする。金銭収入が平均賃金額以上のときは、実収入
額によって給与所得者あるいは個人事業者等の損害額を算定す
る。」としています。
そのため、一般的に休業損害の算定にあたり、家事従事者に
現金収入が若干あったとしても、現金収入が女性平均賃金額を
上回らない限り、女性平均賃金額を基礎収入額とするものとさ
れています。

3　保険会社との示談交渉
本件の場合、Ｉさんの給与所得者としての収入は女性平均賃
金額を上回らなかったため、仕事に復帰されてから症状固定に
至るまでの期間においても家事従事者としての休業損害を請求
することで、より高い金額での示談ができそうだと考えられま

した。その旨をＩさんに説明した上で、保険会社に対して請求
を行い、示談交渉を進めた結果、当初の提案額から2倍以上の金
額の休業損害を獲得することができました。

4　おわりに
家事に従事しつつ収入を得ている兼業者の方で、給与所得者

としての収入に基づいて休業損害が算定されている場合、収入
額次第ではありますが、家事従事者としての休業損害を請求す
ることで、保険会社からの示談提案額よりも高い金額を獲得で
きる可能性があります。保険会社からの示談提案額が妥当かど
うか疑問がある場合には、増額の可能性について一度弁護士に
ご相談することをおすすめ致します。

【かしま法律事務所】
所属弁護士：佐々木　英人（ささき　ひでと）

山形大学人文学部卒業、中央大学法科大学院法務研究科修
了。弁護士登録後はかしま法律事務所に所属し、主に、交通事
故、労働事件、相続、離婚・不貞問題、中小企業法務（労務問
題）を中心に活動を行う。ご依頼者様にしっかり寄り添い、少
しでも早く不安や不満が解消されるよう迅速な活動を心がけ

ている。好きな言葉は「雨垂れ石を穿
う が

つ」。

プロフィール

リーガルプラスでは、交通事故、労災事故、相続トラブル、離婚、借金問題、
企業法務などの法律問題について、各地域で対応しています。まずはお気軽
に、お近くの事務所へご相談ください。

取り扱い業務のご案内

リーガルプラスでは、中小企業法務から個人法律トラブルまで、各地域で対応
しています。交通事故に関する相談件数は、千葉県を中心に年間500件以上
の実績※がございます。まずはお気軽に、お近くの事務所へご相談ください。
※2023年1月1日～12月31日


